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国政選挙における投票率と投票所数との関係

The Relation between a Voter Turnout and the Polls in a National election

光延忠彦

MITSUNOBU Tadahiko

要旨　2000年代初頭から行われた「平成の市町村合併」と、2009年の政権交代後に新政
権によって行われた「事業仕分け」とによって、国政選挙における投票所数は、島根県や
県内自治体はもとより他の都道府県でも削減された。このような制度改正と並行して、
2000年代中葉期を分岐に島根県はもとより県内自治体の投票率は、従来の横ばいから逓
減傾向へと移行した。果たして投票所数の削減は投票率に何らかの影響を及ぼしたのであ
ろうか。従来の研究では、投票所数と投票率の関係はあまり議論されて来なかったが、本
稿は、こうした疑義を検討するための準備として、いくつかの論点を考察してみたい。

はじめに

　2000年代に入って基礎自治体の選挙における投票所数は、都市部の一部を除けば総じて
減少傾向に転じた。非都市部の基礎自治体では変更前と比較して約 3割も削減された。こ
の背景には、2000年代初頭から開始された市町村合併と2009年の政権交代後に行われた事
業仕分けによる国政選挙費の削減とがあった。他方、国政選挙における島根県の投票率は

55年体制の成立以降60％台後半から80％台後半を維持して47都道府県の首位に位置してい
た。衆議院選挙の投票率で見ると第 1回の1946年選挙では島根県は78.8％、第 2回で
76.9％とわずかに低下したが、第 3回では89.9％にまで達し、2012年の政権交代選挙まで
47都道府県中で最高の投票率にあった。
　こうした高い投票率は、衆議院選挙の選挙制度の変更を伴った1996年10月の衆議院選挙
以降こそ70％台に低下したが、それでも1949年選挙から1993年選挙までのほぼ40余年間全
国首位に位置付けられている。こうした点は、参議院選挙でもほぼ同じであった。島根県

の国政選挙における投票率は、このような経過で推移したことから国政選挙における島根

県の投票率は高いということで脚光を浴びることになったのである1）。
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図 1　衆議院議員選挙における投票率の推移2）（単位％）

図 2　参議院議員選挙における投票率の推移3）（単位％）
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　こうした選挙における投票率の研究は、従来、投票率の低迷状況やその要因については

多くの研究が蓄積されて来た4）。そこでの投票行動についての日本の先行研究は、有権者

の心理要因、天候や選挙区特性などの環境要因を説明変数とする有権者の投票行動に対す

る議論が中心であった。しかしながら、投票率の低下は投票者や棄権者の都合のみならず、

有権者の置かれた選挙制度やその運用、即ち投票制度などの選挙行政にも依存するように

思われる。それというのも国政選挙であっても地方選挙であっても、両者、いずれの選挙

であっても選挙行為そのもの自体は、公職選挙法、地方自治法、地方財政法等の法令の下

で執行されるものだから、その制度が変更されれば、投票行為自体も変容される可能性が

あるためである。その傍証として、このような点ゆえに、2013年 5月の公職選挙法の改正
によって2013年の参議院選挙から実施された全国的な投票所数の削減は、有権者の投票機
会の減少化に至ることから多くの関心が集まって5）、各種メディアは全国紙から地方紙に

至るまで大きく報道した。非都市部では有権者が投票する際の投票所までの距離が、投票

所の削減によって伸びることになるため、投票所までの交通機関の確保が困難視された高

齢者などでは、深刻な事態となって切実な議論になった6）。また他方で、投票率の上昇下

降については次のような状況も確認された。即ち、島根県の置かれた国政選挙における事

情である。

　そこで本稿は、投票所数の削減という選挙管理制度の変更は、投票率に何らかの影響を

及ぼすのであろうか、この点について国政選挙を通じて検討を加える際、重要になる論点

とはどのようなものか、それを考察することを目的とする。

1．「都度の選挙」から「過程の選挙」
　その際、留意することになるのは、第一に、既述の先行研究の多くは、一つ一つの選挙

は各々独立しているのだから投票率の分析ではその都度の選挙を分析しさえすれば、その

要因の解明は可能であるとの了解があったためであろうか、旧来の議論は、都度の選挙と

いう時間の断面の分析が中心を為していたように思われる。ただ、選挙管理制度の変更が、

投票率に及ぼす影響を測定する場合、ある時間という時間の断面ではなく、その時間の断

面を連続させた時間断面の束、即ちその時間の流れ＝過程への着目が欠かせない。その過

程を横断する特徴の把握は、都度の選挙を連結した過程分析と密接不可分だからである。

仮にもこの点が明らかになれば、選挙管理行政における効率性は一層増すであろう。

2．投票所数と自治体の裁量
　第二に、そもそも投票所数の決定は基礎自治体の裁量になっているということである。

1969年に旧自治省選挙部が示した投票所の設置基準によれば、基礎自治体に 1箇所設置す
ることは必要であるが、この点こそが保障されれば、それ以上に投票所数を増やすか否か

は基礎自治体の裁量とされた7）。この根拠法は、総務省設置法第14条及び地方財政法第10
条の 4、そして公職選挙法第263条であり、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する
法律等であった。

　先ず、基礎自治体をまとめる中核自治体の選挙管理委員会が行う事務経費としては、①

公営費8）、②選挙公報発行費9）、③啓発費10）、④開票速報委託費11）、⑤市区町村への交付費12） 

が、総務省自治体行政局選挙部から中核自治体の選挙管理委員会に交付される。ここから



240

人文公共学研究論集　第 36号

選挙の実務を担う基礎自治体の選挙管理委員会には、以上の経費のうちの②選挙公報発行

費の費目の中の選挙公報の配布費用が、また、③啓発費の中の選挙啓発費が委託される。

そして⑤の市区町村への交付費は、市区町村の選挙の執行経費として投票所経費13）、期日

前投票所経費14）、ポスター掲示場費15）、開票所費16）に支出される。つまり、中核自治体が

総務省から委託される経費は、中核自治体が担う選挙事務についての経費が先ず配分され

て控除され、基礎自治体には、残余の経費のうちの選挙の実施事務に関する経費が中核自

治体の選挙管理委員会を経由して委託されるという手続きを経ることになっている。この

経費の流れは国からの下降局面として見たが、逆に必要経費を基礎自治体から申請という

面で見れば、市町村の選挙管理委員会は、国政選挙に関する経費に対し、執行経費基準表

を作成し、これを都道府県の選挙管理委員会に申請し、この申請をまとめて中核自治体の

選挙管理委員会が総務省自治行政局選挙部に申請するという経路になっている。この経過

の中での中核自治体の事務は、この申請をまとめることに限定される。この申請書におけ

る各種費用は、当日の有権者数と投票所数とを軸にした詳細な規定に沿った積み上げ方式

で積算される。つまり、国政選挙に関する選挙執行事務経費は国費で賄われ、執行に関わ

る事務として自治体側が守らなければならない点は、有権者数3000人以上の投票所は作ら
ないという一点のみであった。それ以外は自治体の裁量に任されて来たのである。

　しかし、こうした制度についての見直しが行われた。第一に、市町村合併に伴う投票所

数の削減である。多くの自治体は2005年度の合併特例債発行期限から、それまでに合併を
したため、合併前の市町村の投票所数を継続して合併後にまで維持させた自治体もあれば、

合併を期に投票所数を削減したところも出てきた。これは合併自治体間における合併条件

から差異が生じたためである。合併条件が投票所数を維持することであった自治体もあれ

ば、合併を機に削減する条件であったところもあったということである。島根県内基礎自

治体の場合でも、出雲市、江津市、飯南町、川本町、津和野町の 5市町村は、合併時に投
票所数を削減した。この分岐となった選挙は、2007年参議院選挙と2009年の衆議院選挙で
あった（表 1）。
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　例えば、島根県内のＡ自治体の選挙管理委員会への聞き取り調査では、市町村合併に伴っ

て、職員定数が削減されたにも拘わらず投票所数は依然として合併前の状況であったため、

国政選挙の事務の実施に当該自治体には大きな負担がかかった。このため、当該自治体は

投票所を削減する地域に出向いて、地域協議会などの住民組織と選挙管理員会事務局との

表 1　島根県内全自治体の投票所数の推移

選挙年 島根県 松江 浜田 出雲 益田 大田 安来 江津 雲南

1976.12.15 1,065 140 107 161 72 70 60 45 105

1979.10.07 1,056 140 107 161 63 69 61 45 105

1980.06.22 1,055 140 107 161 63 69 60 45 105

1983.12.18 1,035 139 107 146 63 69 54 45 105

1986.07.06 1,034 139 106 146 63 69 54 45 105

1990.02.18 1,034 140 107 146 63 69 53 46 104

1993.07.18 1,027 141 108 142 63 64 53 46 104

1996.10.22 1,028 143 108 141 63 64 53 46 104

2000.06.25   998 144 108 135 63 57 37 45 103

2003.11.19   989 140 106 134 62 57 35 46 103

2005.09.11   969 139 105 134 62 57 35 46 103

2009.08.30   876 135 104  89 62 56 35 28 103

2012.12.16   698  98  78  89 55 56 33 28  38

奥出雲 飯南 川本 美郷 邑南 津和野 吉賀 海士 西ノ島 知夫 隠岐の島

42 29 20 33 39 39 24 14 13 6 46

42 29 20 33 39 39 24 14 14 6 45

42 29 20 33 39 39 24 14 14 6 45

42 29 20 33 39 39 25 14 14 6 46

42 29 20 33 39 39 25 14 14 6 46

42 29 20 33 39 38 25 14 14 6 46

42 29 20 33 39 38 25 14 14 6 46

42 29 20 33 39 38 25 14 14 6 46

42 29 20 33 39 38 25 14 14 6 46

42 29 20 33 39 38 25 14 14 6 46

42 29 19 17 39 38 25 14 13 6 46

42 20 13 17 39 29 25 14 13 6 46

16 20 13 17 24 29 25 14 13 6 46



242

人文公共学研究論集　第 36号

協議の上で、削減に踏み切った。中国地方でも島根県、鳥取県、岡山県の 3県は2007年の
統一地方選挙の時の投票所数から2011年の統一地方選挙での投票所数で見ると削減率は
10％以上にもなっていた17）。ただし、市町村合併によっても、投票所数を削減しなかった

基礎自治体も島根県では19市町村のうちの松江市、浜田市など14基礎自治体もあった。基
礎自治体によって事情は異なったのである。

3．投票所数と自治体合併
　第三に、次に投票所数が減少するのが、10年参議院選挙と12年衆議院議員選挙からであっ
たため、この背景にはどのような要因が存在したのかという点である。即ち、政権交代に

よる投票所数の削減である18）。2009年 8月の衆議院選挙で自民党から民主党に政権交代し
たことを受け、2009年11月には、行政刷新会議による事業仕分けが行われた。この事業仕
分けでの意見等が考慮されて、執行経費基準額が引き下げられる改正案が第174回国会に
提出された。ただし、この法案は審議未了で廃案になったため、2010年の参議院選挙は従
来通りの選挙になったが、それでも、総務省は、都道府県および市町村選挙管理委員会に

対し、可能な限り効率的な選挙の執行に努めるよう指導し、経費の節減を求めた。この時

点ではあくまでも行政指導という形でしかなかったが、しかし、同法案が成立すると、こ

うした様相は大きく変わる。

　2007年の参議院選挙では、516.6億円の参議院選挙における執行経費が委託されたが、
同改正案の成立後の2010年参議院選挙では、452.1億円となって13％委託費が減額された
のである。国会議員選挙にかかわる委託費は 3年ごとに実施される参議院通常選挙におい
て見直しが行われるため、島根県の投票所の規模が減少した要因はこの行政改革によると

ころが大きい。即ち、2010年の参議院選挙からの島根県内自治体における投票所数の減少
は、この証左である。そうすると、総務省自治行政局選挙部は基礎自治体への国政選挙の

執行に関し、基礎自治体の対応を尊重したため、合併時の統廃合に伴う投票所数の削減は

あったものの、これは基礎自治体の都合によるものゆえ、その後の変化は、国の指導が顕

在化したために行われた政治的変化であったといえよう。

　以上の点は、財政支出は国の管理にあっても、実施に伴う裁量はあくまでも基礎自治体

に委任するという形態が、行政改革の一環で変化して、この変化によって国政選挙の投票

率も変化を伴ったと考えられるということである。投票場所とその数の選定には、全国の

基礎自治体の数だけのバリエーションが存在するが、その際、国が選挙費用の削減という

方向で、一元的管理をするとなると、効率性という点で人口規模の小さい基礎自治体こそ

が不効率になるため、人口規模の小さい基礎自治体は総じて投票率を下げることになるの

ではないか、ということである。

4．中選挙区制と候補者の競争性
　第四に、現行の選挙制度は1996年10月実施の衆議院選挙から導入されたが、戦後の一時
期を除いて1996年まで長らく中選挙区制で実施されてきた。中選挙区制下の島根全県選挙
区では、当選の見込まれた有力立候補者が 5議席をめぐって競合した。表 2は衆議院選挙
の中選挙区下における島根全県選挙区の立候補者数と当選者数を瞥見したものである。こ

れによると、55年体制以降、 5人の当選者数に対し、自民党及び同党系が 4人、社会党が
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2人、これに共産党 1人が1976年の衆議院選挙から参入し、有力立候補者 6、 7人が 5議
席を目標に競合を繰り返すことになった。自民党及び同党系 4人と社会党 2人の立候補者
数が定着する中、共産党が立候補のみならず、1979年の選挙から当選をするようになって
くると、中選挙区下での選挙は、シーソーゲーム化して、投票箱の蓋を開けて見ないと当

選者が分からないと、選挙関係者に囁かれるほど、激しい票の奪い合いを繰り広げること

になった。

　各々の立候補者の運動員は、中山間地の有権者数の少ない 5人や10人程度の集落にまで
選挙運動を展開した。その結果、投票日に地元にいた人々は、全部といってもよいほど投

票に出かけることになった19）。こうした選挙運動は、有権者の最後の 1人までをも投票所
へ駆り立てた20）。このため、立候補者の運動員にとって投票所は、発掘した運動員自身の

候補者への票の受け皿でもあったため、なるべく有権者に身近の、利便性の高い票の受け

皿としても機能しなければならないものとなった。従って、自身の立候補者の当選を第一

に考える運動員にとっては、票の受け皿としての投票所は掘り起こした票を安価のコスト

で獲得するためにより有権者に身近でより近接して容易に投票できる存在でなければな

らなかったということである。即ち、多くの投票所が設置される必要があったのである。

それは投票所の数に関心を向けざるを得ない状況ということもであった。投票所数が重視

される理由である21）。

5．小選挙区制下の候補者競合性と投票所数に対する自治体裁量
　さらに、このような現象の基底には、国や自治体の行う選挙行政23）があったことを見逃

表 2　衆議院選挙（中選挙区下）における島根全県区の候補者数と当選者数22）

（　）内：当選者数　主要政党の有力候補者を対象（単位：人）

選挙年 定数 自民系 社会 共産 その他 候補数

1958.05.22 5 4（3） 2（2） 　 　 6

1960.11.20 5 4（4） 1（1） 　 1（0） 6

1963.11.21 5 4（4） 2（1） 　 　 6

1967.01.29 5 4（4） 2（1） 　 　 6

1969.12.27 5 4（4） 2（1） 　 　 6

1972.12.10 5 4（4） 2（1） 　 　 6

1976.12.05 5 4（3） 2（2） 1（0） 　 7

1979.10.07 5 3（3） 2（1） 1（1） 1（0） 7

1980.06.22 5 3（3） 2（2） 1（0） 　 6

1983.12.18 5 3（3） 2（1） 1（1） 　 6

1986.07.06 5 4（3） 2（2） 1（0） 　 7

1990.02.18 5 4（4） 2（0） 1（0） 　 7

1993.07.18 5 4（3） 1（1） 1（0） 1（1） 7
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せない。ここでは、国政選挙であってもその事務の所掌は財政措置を含めて基礎自治体の

選挙管理部門に委ねられ、基礎自治体の選挙行政を集約する立場の中核自治体の選挙管理

部門も、基礎自治体の選挙行政に対しては、非権力的な行政行為の権限しか与えられてい

なかった。さらに、国の国政選挙を所掌した選挙管理部門と中核自治体の選挙管理部門と

の関係も基礎自治体と中核自治体との関係と同様であった。つまり、国政選挙であっても、

国および中核自治体の国政選挙を所掌する部門には、投票所数を改訂する機能すら認めら

れていなかったのに対し、基礎自治体には実施事務に伴う財政的措置をも含めて裁量が認

められていた。このため、基礎自治体の裁量である投票区の設定や投票所数の配置に、地

域により身近の政治的判断が関与し得たとしてもそれは想像に難くない。

おわりに

　投票率と投票所数との相関が因果関係として成立するには投票所数の推移が投票率にパ

ラレルであるか否かに依存しているといっても良い。このためには、都度の選挙ではなく

「都度の選挙」を連続させた「過程の選挙」の中に両者の変数が共変して確認されるか否

かが先ず問われなければならないであろう。また、自治体の裁量に依存した投票所の設置

数が合併や自治体の行財政との関連から削減されたのか否かの確認も重要になる。また一

口に自治体の合併といってもそれを契機に投票所の数が変更された自治体もあればそれ以

上にむしろ国による国政選挙費の縮減に端を発して削減された場合もあって、自治体の対

応は必ずしも一定していないため、これらの差異による投票率の差異とが相関するのか否

か、この点にも検討が加えられなければならないであろう。そして中選挙区制時に見られ

た候補者間の競合性が、選挙制度の変更後にも確認されるのか否か、さらに中選挙区制時

に比較して小選挙区比例代表並立制下では候補者間の競合性の程度が裁量を有する自治体

の選挙管理部門に投票所数を増減させる要因として機能したか否か、こうした点からの検

討も重要であろう。本稿で取り上げた以上のような論点が、検証されてこそ、本稿の目的

は可能となるである。

　以上のように国政選挙にける投票率と投票所数について島根県及び県内自治体を対象に

検討を加えたが、これらの論点は、両者の変数を検討する際の尺度でもあるため重要である。

従って、こうした観点から当該課題に実証的な考察を加えることが残された課題である。
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